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令 和 ８ 年 １ 月 ５ 日 

 

 

各都道府県国費出納事務担当者  殿 

 

 

厚生労働省大臣官房会計課  

 会計企画調整室企画係長 

 

 

 

「債主コードの登録について」の廃止について 

 

 

 平素は、ＡＤＡＭＳⅡの適正な運用にご理解とご協力をいただき、御礼申し上

げます。 

 

さて、平成１６年３月１６日付厚生労働省大臣官房会計課監査指導室指導班

企画係長事務連絡「債主コードの登録について」ですが、今般廃止することとし

ましたので、以後は「電子情報処理組織を使用して国の会計事務を処理する場合

における一般的留意事項、特殊な取扱い等について」（令和４年１月４日財会セ

第１号）及びＡＤＡＭＳⅡ電子マニュアルの規定に従い取り扱っていただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 


